
　

令和７年中所得の申告について(お願い)

日ごろから国民健康保険事業にご協力いただき、ありがとうございます。

さて、令和８年度の国民健康保険料（以下、「保険料」という）は、主に令和７年中の所得により算出されます

が、現時点で世帯主および国民健康保険加入者(以下、「国保加入者」という)等の所得が把握できていない世帯へ、

この「国民健康保険料に関する所得申告書」(以下、「申告書」という)を送付しています。右の記入例を参考に記

入の上、同封の返信用封筒で郵送されるか、この欄右下の二次元コードを読み取り、「姫路市オンライン手続き

ポータルサイト」よりオンラインで申告してください。

なお、令和８年１月１日現在、姫路市に住民登録されている方で、勤務先から市民税課へ給与支払報告書が提出

されている方、及び確定申告の期限内に確定申告や市民税申告をされた方(される予定の方も含む)へもこの申告書

が届く場合がありますが、行き違いですので提出の必要はありません。確定申告等の内容を当方が把握するまでに

日数を要しますことをご容赦いただきますようお願い申し上げます。

また、この申告書のご提出をいただいた後に、ご申告いただいた金額と異なる金額を確定申告等なされたことに

より、年度途中の納期分から保険料が変更する場合もありますので、ご了承ください。

保険料の軽減判定のため、当該世帯の国保加入者全員の所得申告が必要となります。

※収入が無い場合においても、申告が必要となります（ただし、２３歳未満の無収入の方は除きます）。

※確定申告等で扶養家族(扶養控除、配偶者控除の対象者)となっている国保加入者についても、申告は必要です。

●所得申告の対象について

令和７年中の所得が把握できないため、勤務先で源泉徴収されていた方や、確定申告等で所得の申告をされてい

る方であっても、この申告書の提出をお願いします。

なお、姫路市から前住所地への所得照会を行いますので、後日所得照会の結果により、年度途中の納期分から保

険料が変更する場合があります。ご了承ください。

右記の記入例を参考に、ご記入ください。

●記入上の注意（令和７年１月から１２月までの１年間の収入をご記入ください。）

●この申告書は、保険料の賦課に関するものなので、所得証明書が必要となる方は市民税課での申告が必要です。

●この申告書は、保険料の賦課資料や、高額療養費の所得区分の判定に使用しますので、世帯主及び国保加入者の

方は所得がない場合であっても提出が必要です(ただし、２３歳未満の無収入の方は除きます)。ご提出がない世帯

は、保険料の軽減判定の対象外となる場合や、高額療養費の所得区分が最高額の区分とみなされる場合があります

ので、必ず提出期限内にご提出ください。

●各種控除を適用することで住民税が非課税となる収入の方は、必要に応じて市民税課で申告を行ってください。

(この申告書では各種控除は反映されません。)

●申告書の注意点

●令和８年１月２日以降に姫路市へ転入された加入者の方へ

国民健康保険に加入されていない世帯主や国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された人についても、軽

減判定のために所得の申告が必要ですので、この申告書の提出をお願いします。

後期高齢者医療制度の保険料算定時に、後期高齢者医療制度加入者と同一世帯である国保加入者の申告書を利用

することがあります。

❶納付義務者の情報

●世帯主の「住所」

「氏名」「TEL」の各

欄をご記入ください。

❷個人ごとの収入

●対象者の方それぞれについて、収入があった方は「税申告」欄の当てはまるものに✓

印を記入いただき、「収入あり」欄の該当収入欄にご記入ください。

※１月２日以降に海外から転入された方は「１月２日以降海外転入」に✓印を記入して

ください。

●収入がなかった方は、「収入なし」欄の「収入なし」「非課税所得のみ」のいずれか

に✓印をご記入ください。

※障害年金・遺族年金、雇用保険の失業等給付、健康保険等の保険給付(傷病手当・休業

手当・出産一時金など)、労働災害補償保険の保険給付、児童手当・児童扶養手当、生活

保護等の公的扶助等の非課税所得のみの収入の方は、「非課税所得のみ」を選択してく

ださい。

❶

❷

❸

❹

❺

❸給与収入がある方

●給与収入(パート、アルバイト等も含む。)があった方は、

「収入あり」の「給与」欄に年間給与収入額を(税金等が差

し引かれる前の総支給金額)をご記入ください。

※源泉徴収票をお持ちの方は、「支払金額」欄の金額をご記

入ください。

給与を２か所以上の勤務先から得ていた場合は、「主たる

給与」「従たる給与」それぞれの年間給与収入金額をご記入

ください。

ただし、交通費として支給されている分については、含め

ません。

❹年金収入がある方

●年金収入があった

方は、「収入あり」

の「年金」欄に、年

金の種類および収入

額を記載してくださ

い。

※障害年金、遺族年

金は、非課税年金で

すので、金額は記入

不要です。

❺その他の所得がある方等

●営業・農業・不動産・配当・山林・雑

所得・一時所得・その他課税所得等が

あった方は、「収入あり」の「営業等」

欄に所得の種類を記入し、経費を除いた

後の所得金額を記載してください。

※退職所得は保険料の算定に使用しませ

んので、記入不要です。

●「専従給与」、「分離所得」、「専従

控除」に該当する場合、それぞれの箇所

にご記入ください。

記入例


